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 2023 年度北海道地方最低賃金審議会は 8 月７日、2023 年度北海道の最低賃

金を 40円引き上げ 960 円に改訂し、10 月 1 日から発効することで結審した。 

 本年度の改定審議は、2023 春季生活闘争で 30 年ぶりの高い水準となる賃上

げだったことや消費者物価指数が高い水準であること、さらにはいまだに物価

上昇率に賃金の引き上げ率が追いついていない現状などをしっかりと踏まえた

公労使が、真摯に議論をした結果と受け止める。また、10 月 1 日の発効に向け

て審議が行われたことについては率直に評価したい。 

  

本年度、最低賃金の目安審議を始めるに先立ち中央最低賃金審議会では、最大

219 円にまで拡大した最低賃金地域間格差の改善に向け、全Ａ～Ｄに振り分けて

いた 47都道府県のランクをＡ～Ｃの 3ランクに改めることとし、北海道はCか

ら Bランクとなった。 

北海道地方最低賃金審議会で労働者側委員は、労働市場の募集平均時給が

1,000 円を上回っていることや、物価高における実質賃金の実態、エネルギー価

格の激変緩和対策が終了すること、地域間格差の早期是正などを主張し、目安額

以上での改定を求めてきた。 

過去最高となる引き上げ額での結審は、全労働者の 2 割を超える方々の賃金

が改善されることは評価できるものの、1日 8時間、月に 20日働いたとしても、

給与は約 15万円、年間でも約 184 万円にしかならない。最低賃金が労働者のセ

ーフティネットとしての役割を果たしているとは言い難く、目安額より低い金額

での結審を求めた使用者側、さらには目安額で採決に至った公益側の姿勢は、労

働者の生活の安定や地域間格差の是正といった課題に対して真摯に向き合って

いるのか疑問が残る。 

 

 連合北海道は、労働者が安心して生活ができる社会の実現、とりわけ集団的労

使関係にない職場を含めた社会全体の賃金の引き上げに向けて、今後もあらゆ

る機会を通じて企業間取引における価格転嫁の重要性を訴え続けるとともに、

企業における各種助成制度の活用が拡大するためのさらなる情報発信や制度の

見直しなども求め続け、9月から始まる特定（産業別）最低賃金の引き上げにつ

いても全力を挙げて取り組んでいく。  


